
基本料金（１日あたり） 2024年6月～

要介護１ 要介護３ 要介護５

３６９円 ４２９円 ４９１円

３８３円 ４９８円 ６１２円

４８６円 ６４３円 ８４２円

５５３円 ７３０円 ９５７円

６２２円 ８５２円 １１２０円

７１５円 ９８１円 １２９０円

７６２円 １０４６円 １３７９円

８１２円 １０９６円 １４２９円

８６２円 １１４６円 １４７９円

事業所の体制にかかる料金

□

□

□

□

□

□ 科学的介護推進体制加算 ４０円/月

リハビリテーションにかかる料金

介護・看護にかかる料金

□

□

その他

□

□ 栄養アセスメント加算 　　５０円/月 多職種と共同して栄養アセスメントを実施した場合

□ 栄養機能改善についての取り組みを行った場合

□

□

□

□

□

□

□

実費による料金

□

□

□

□

□ 時間延長（介護保険適応外） ５００円/１時間 １１時以降に来所され１７時以降の帰所になる場合

夕食 　６６０円/回

治療食 上記+１１０円

昼食 　６９３円/回

おやつ 　　７７円/回

送迎を行わない場合 -４７円/片道

退院時共同指導加算  ６００円/回 退院するに当たり、リハビリテーション事業所の医師、理学療法士
等が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った
後に、初回のリハビリテーションを行った場合

口腔機能向上加算Ⅱ（イ） 　１５５円/回 リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定している場合

口腔機能向上加算Ⅱ（ロ） 　１６０円/回 リハビリテーションマネジメント加算（ハ）を算定していない場合

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 　５円/６ケ月に１度 上記内容に口腔機能向上加算、栄養改善加算を算定した場合

口腔機能向上加算（Ⅰ） 　１５０円/回 口腔機能向上についての取り組みを行った場合

若年性認知症利用者受入加算 　　６０円/回 若年性認知症の方が利用された場合

栄養改善加算 　２００円/回

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０円/６ケ月に１度 口腔の健康状態及び栄養状態について評価を行う場合

入浴介助加算(Ⅰ) 　　４０円/回 入浴サービスにかかる加算

重度療養管理加算 　１００円/回 胃ろうなど、医療管理が必要な方がご利用された場合

認知症短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅱ）

１９２０円/月

□ 生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始月より６ヵ月以内　１２５０円/月
生活行為の向上を目的としたリハビリテーションを実施し
た場合

事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、
利用者の同意を得た場合

□ 短期集中個別リハビリテーション実施加算 　１１０円/回
退院日から３ヵ月の期間に短期集中での個別リハビリ
テーションを提供した場合

□
認知症短期集中リハビリテーション
実施加算（Ⅰ）

　２４０円/回
認知症の方に対し、通所開始日から３ヵ月の期間に短期
集中でのリハビリテーションを提供した場合

□

リハビリテーションマネジメント加算（ハ）
　開始月より６ヵ月まで　７９３円/月

　開始月より６ヵ月以降　４７３円/月

□ リハビリテーションマネジメント加算 　２７０円/月

□ リハビリテーションマネジメント加算（イ)
　開始月より６ケ月まで　５６０円/月

ご利用の方全員に対象の加算を算定
※来所から１ヵ月以内に担当リハスタッフがご自宅を訪
問させていただきます

　開始月より６ヵ月以降　２４０円/月

□ リハビリテーションマネジメント加算（ロ）
　開始月より６ヵ月まで　５９３円/月

　開始月より６ヵ月以降　２７３円/月

□

理学療法士等体制強化加算 　　３０円/回 １時間以上２時間未満の時間でご利用された場合

移行支援加算 　　１２円/日

中重度者ケア体制加算 　　２０円/日

介護職員処遇改善加算Ⅰ 　所定単位数に８．６％を乗じた単位数

１２６５円

９時間以上１０時間未満 １００３円 １３１５円

サービス提供体制強化加算 　　２２円/日

６時間以上７時間未満 ８５０円 １１３７円 +２４円/回

７時間以上８時間未満 ９０３円 １２１５円

+２８円/回８時間以上９時間未満 ９５３円

４時間以上５時間未満 ６４２円 ８４４円 +１６円/回

５時間以上６時間未満 ７３８円 ９８７円 +２０円/回

４３９円 ５５５円

３時間以上４時間未満 ５６５円 ７４３円 +１２円/回

要介護の方の利用料金※１割負担の場合

要介護２ 要介護４ リハビリテーション提供体制加算

１時間以上２時間未満 ３９８円 ４５８円

２時間以上３時間未満



要支援の方の利用料金　※１割負担の場合
2024年6月～

基本料金

※ただし、定期的なリハビリテーション会議によるリハビリテー ション計画の見直しを行い、

　厚生労働省へリハビリテーションのデータを提出しリハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用している場合、

　減算を行いません。

事業所の体制にかかる料金

□

□ 科学的介護推進体制加算 ４０円/月

リハビリテーションにかかる料金

サービスにかかる料金

□ 多職種と共同して栄養アセスメントを実施した場合

□

□

□

□

□

その他

□ 若年性認知症利用者受入れ加算 ２４０円/月

□

実費による料金

□

□

□

□

□ 時間延長（介護保険適応外） ５００円/１時間 １１時以降に来所され１７時以降の帰所になる場合

夕食 ６６０円/回

治療食 上記+１１０円

昼食 ６９３円/回

おやつ ７７円/回

若年性認知症の方が利用された場合

退院時共同指導加算  ６００円/回 退院するに当たり、リハビリテーション事業所の医師、理学療法士
等が、退院前カンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った
後に、初回のリハビリテーションを行った場合

□ 一体的サービス提供加算 ４８０円/月 栄養改善サービス及び、口腔機能向上サービスを行った場合

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０円/月 口腔機能向上についての取り組みを行った場合

口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０円/月 上記内容に加えデータ提出を行った場合

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０円/６ケ月に１度 口腔の健康状態及び栄養状態について評価を行う場合

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 　５円/６ケ月に１度 上記内容に口腔機能向上加算、栄養改善加算を算定した場合

栄養アセスメント加算 　５０円/月

栄養改善加算 ２００円/月

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数に８．６％を乗じた単位数

栄養機能改善についての取り組みを行った場合

□ 生活行為向上リハビリテーション実施加算 開始月より６ヵ月以内　５６２円/月
生活行為の向上を目的としたリハビリテーションを実施し
た場合

（開始から１２ヶ月を越えた場合）※ -１２０円 -２４０円

□ サービス提供体制強化加算
要支援１　８８円/月

要支援２　１７６円/月

要支援１ 要支援２

介護予防通所リハビリテーション費 ２２６８円 ４２２８円


